
子供のための情報モラル育成プロジェクト 

テーマ「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール」 

 副題「民間企業との連携による優秀作品の牛乳パッケージへの掲載」 

実施主体：北海道教育委員会、北海道いじめ問題対策連絡協議会 
協力団体：よつ葉乳業株式会社 

《取組の概要》 

 平成25年度から、全道の青少年から募集したいじめ・ネットトラブルの根絶にかかわるメッセージ作品の

うち、ネットトラブル根絶に関する優秀作品を民間企業と連携して牛乳パッケージへ掲載し、インターネット
上の有害情報による被害などから青少年を守るための社会全体の意識の醸成を図っている。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 北海道教育委員会では、児童生徒がインターネットのWEBサイトを利用して行うコミュニケーション活動に

おいて、不適切な利用によりいじめや犯罪等のトラブルに発展しないよう、学校、教育委員会及び地域が一
体となって行う「北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動」を平成25年度から実施しており、学校

が実施するネットパトロールとともに、民間企業等と連携したネットトラブル未然防止のための啓発活動に取
り組んでいる。 
 この民間企業等と連携した取組の一環として、ネットトラブル未然防止を広く道民に周知するため、平成25

年度からよつ葉乳業株式会社の協力により、１Ｌサイズの牛乳パックの広告欄にメッセージコンクールの優
秀作品を掲載することとした。  

２ 実施スケジュール 

   〔平成26年度〕 

１ 企業担当者との打合せ 平成26年5月 
２ 作品募集期間       平成26年6月30日～9月4日 
３ コンクール審査       平成26年10月 
４ 優秀作品展示会      平成26年11月 
５ 「標語」を掲載した牛乳の販売期間  
                  平成27年1月中旬～2月中旬  

３ 事業展開 

  平成25年度は「いじめ・ネットトラブル根絶！メッ

セージコンクール」の「ネットトラブルの根絶部門」の
ポスター及び標語の優秀作品（6作品）を掲載したよ
つ葉乳業「北海道十勝軽やかしぼり」１Ｌパック150
万本を平成26年1月中旬から2月中旬の約1ヶ月間、
平成26年度も同様に標語の優秀作品（6作品）及び

北海道ネットコミュニケーション見守り活動啓発に関
するHPのQRコードを掲載した150万本を平成27年1
月中旬から2月中旬の約1ヶ月間販売した。 

   〔平成25年度〕 
１ 企業担当者との打合せ 平成25年4月 
２ 作品募集期間       平成25年6月24日～9月2日 
３ コンクール審査       平成25年10月 
４ 優秀作品展示会      平成25年11月 
５ 「標語」を掲載した牛乳の販売期間  
                    平成26年1月中旬～2月中旬  

〈平成25年度掲載の様子〉 〈平成26年度掲載の様子〉 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果（効果） 

  牛乳パック広告欄に児童生徒の作品を掲載したことによって、北海道全体で児童生徒のネットトラブル
根絶に取り組んでいることを北海道内に示すことができた。 

  身近な食品を通じた啓発活動により、児童生徒や保護者をはじめ、地域住民に対してネットトラブル根
絶に対する関心を広げることができた。 

  入賞した児童生徒をはじめ、本コンクールに応募した児童生徒のネットトラブル根絶に対する意識を、
さらに高める機会となった。 

  各学校においても、自校児童生徒の作成した作品を校内に掲示するなど、学校全体でネットトラブルを
根絶する雰囲気を高める取組が広がっている。 

５ 事業を成功させるためのポイント 

  ネットトラブル根絶に向けて、行政や学校だけでなく、民間企業等と連携することで、多面的な啓発が可
能となるため、それぞれの企業の特性に応じた連携方策を検討することが必要である。 

  民間企業等と連携する際には、企業との連携による地域へのインパクトや企業側に連携のメリットを示
しながら打合せを重ねていくことが大切である。 

  民間企業等側のスケジュールに合わせて、準備や打合せを進めることが必要である。 

７ その他 

  このほかの民間企業等と連携した取組として、スポーツイベントの際の啓発用ブースの設置や、啓発
用ポスターの携帯ショップ、ドラッグストアー等の店頭への掲示などを行っている。 

８ 参考資料等 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

  取組が一段落した時点で、連携した民間企業等と成果や課題を共有することが必要である。 

  ネットトラブル根絶に関する取組と民間企業等との連携について、要項等で明確に位置付け、取組の
継続・発展を図ることが重要である。 

  民間企業等との連携をさらに幅広く模索していきたい。 

 参考ホームページ 
 北海道教育委員会学校教育局参事（生徒指導・学校安全） 
 ・「北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動について」 
  http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/nekko.htm 
 ・「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール」 
  http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/ijimemessageconcours.htm 
 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

テーマ「教科横断的な情報モラル教育の全体計画例と実践事例の作成・配布」 

実施主体：北海道教育委員会 

《取組の概要》 

 児童生徒が情報モラルを身に付けられるよう、各学校の実態に応じた計画に基づく実践の参考となる
学校種ごとに指導時間を含めた教科横断的な全体計画例と実践事例を作成・配布した。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 情報モラルに関する指導は、これまで、中学校における「技術・家庭」や高等学校における教科「情報」で
取り扱うこととなっているほか、各学校の実態に応じて「道徳」や「総合的な学習の時間」などで指導を行っ
ているが、指導時間には差がみられる状況となっていた。そのため、モデルとなる計画例とその計画に基
づく実践例を提供することで、各学校の実態やこれまでの指導の状況に応じた取組を促すこととした。  

２ 実施スケジュール 

１ 「全体計画例」の検討・作成 平成26年4月～6月 
２ 小学校用・中学校用「全体計画例」の発出 平成26年6月 
３ 高等学校用「全体計画例」の発出 平成26年7月 
４ 「全体計画例に係る実践事例」（以下「実践事例」）の検討・作成 平成26年6月～10月 
５ 小学校用・中学校用「実践事例」の発出 平成26年7月～8月 
６ 高等学校用「実践事例」の発出 平成26年11月 

３ 事業展開 

  「全体計画例」では、年間のスケジュールに合わせて教科、領域、特別活動・行事ごとに指導場面を設
定した計画となっている。それぞれの指導場面に「情報モラル教育実践ガイダンス」で示された情報モラ
ル教育の目標と各学年の計画のポイントを明記している。 

  各学校に対し、児童生徒の発達の段階を踏まえた目標設定とともに、指導教科、時数を明確にした計
画、各教科等の内容と関連付けた総合的・横断的な指導について、工夫改善を図ることを求めている。 

  小学校用・中学校用「全体計画例」では、「情報モラル教育実践ガイダンス」で示された情報モラル教
育の目標と指導場面の関連を確認する「指導カリキュラムチェックリスト」を添付している。 

  「実践事例」では、文部科学省委託事業「情報化社会の新たな問題を考えるための教材」を活用し、動
画教材を用いた展開例を示している。 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果（効果） 

  これまで、各教科、領域等で個別に行われていた情報モラル教育を、各教科等の内容と関連付け、発
達の段階に応じた計画を作成する資料を示すことができた。 

  研修講座等において、教職員が体系的な情報モラル教育の進め方について理解を深める資料を提
示することができた。 

  情報モラル教育において、動画教材を用いた展開例を示すことができた。 

５ 事業を成功させるためのポイント 

  「情報モラル教育実践ガイダンス」で示された情報モラル教育の目標と各教科、領域等との関連付け
を明確にしたことにより、体系的な計画の作成が可能となった。 

  道立教育研究所附属情報処理教育センターとの連携により、各教科、領域等の専門性を生かした「全
体計画例」を作成することができた。 

  研修において、全体計画例を基にした協議・演習を設けることで、参加教員が自校の情報モラル教育
を見直すことができた。 

７ その他 

  各学校が作成する際のフォーマットとして活用できるよう、北海道内の各学校へ「全体計画例」と「実践
事例」を電子データとして配布している。  

８ 参考資料等 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

  各学校が情報モラル教育の必要性を理解し、児童生徒の実態に応じた計画を作成できるよう継続的
な指導助言を行う。 

  研修講座等の機会に、各学校の情報モラル教育への取組状況の交流などを行い、優れた計画や実
践事例を広げていく。 

参考ホームページ 
・北海道教育委員会 
 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm 
・北海道立教育研究所附属情報処理教育センター 
 http://www.ipec.hokkaido-c.ed.jp/ 
 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

 体験的な学習活動を取り入れた情報モラルの指導の取組 
   携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣを実際に操作しながら学ぶ情報モラル 

実施主体：岩手県立総合教育センター 
協力団体：岩手県教育委員会 岩手県立県民生活センター 

《取組の概要》 

 岩手県立総合教育センターが実践している情報モラル教育は‘体験から学ぶ’をキーワードに行われている。この
ことは、「情報モラルは、知識中心の指導に偏重せず、コンピュータやインターネットに触れさせながら、考え、判
断し、理解させる指導をする必要があり、自分の行動がどのような結果となるか、体験を通して学ぶことに学習効果
がある」という考えに基づいている。インターネット上の様々なWebサイトや掲示板などのサービスを、教室という
安全な環境で疑似体験させることにより、児童生徒自身がインターネットの安全な利用方法やインターネット上での
情報発信の注意点などを学ぶことを目的に教材システムを開発し、児童生徒、教職員のみならず、ＰＴＡや地域の民
生委員などを対象とした研修を実施している。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 平成18年度の研究として、有害情報のページやWebコミュニケーションサイトを、 
限定されたネットワーク内で擬似的に再現し、教師の指導のもとで児童生徒に体験 
をさせることができれば、その体験を通して考え判断させ、適正な活動を行う態度 
を身に付けさせることができると考えた。 
 当初は、コンピュータ室のネットワークに接続したＰＣを利用して体験的な学習 
活動を取り入れた情報モラルの指導を行った。その後、コンピュータ室以外での実 
施を可能とするノートＰＣを有線ＬＡＮで結んだ学習システムや、無線ＬＡＮに対 
応した携帯電話を利用した学習システムを用いた指導を行い、平成25年度からは、 
タブレットＰＣ、スマートフォンを利用した学習システムによる指導ができるよう 
になった。コンピュータ室以外でも‘体験から学ぶ’授業や研修会を実施できるこ 
とはもとより、児童生徒が普段、インターネットを利用する環境に近い形で学習指 
導をすることができることは大きな意味がある。また、夕方や休日に実施される家 

庭教育学級（ＰＴＡ行事）での研修や、学校だけではなく、法務局、公民館など地  【スマートフォンとタブレットＰＣ】 

域の関係機関での研修に活用することが可能となった。 

２ 実施スケジュール 

 平成18年度  情報モラル学習教材「情報サイト」開発 研究協力校、研究協力員による授業実践 
 平成19年度～ 学習教材「情報サイト」を県内各学校コンピュータ室に導入、情報モラル授業、教職員研修を実施  
 平成23年度  携帯電話50台及びサーバ導入 
 平成25年度  スマートフォン、タブレットＰＣ用情報モラル学習教材「スタモバA3」開発、スマートフォン50台、 
               タブレットＰＣ50台及びサーバ導入 

３ 事業展開 

                                ＜平成26年度まで３年間の実績＞ 
 年間を通じて、学校や地域の各種団体の要請を受け、 
タブレットＰＣやスマートフォンを利用した情報モラル 
授業、情報モラル研修を実施している。 
 また、センター事業費で研修者の旅費を負担し、被災 
地や遠隔地の教員を対象としてセンター所員が講師とし 
て開催する「移動センター研修講座」も年4～5回実施し 
ている。 
 小中学校では、児童生徒と保護者が一緒に学ぶ「情報 
モラル教室」や「家庭教育学級」での保護者向け研修の 
要請が増加している。 
 

  小学校 中学校 高等学校 特別支援 一般その他 

平成24年度 9 3 6 2 15 
平成25年度 25 13 9 1 24 
平成26年度 51 28 4 3 22 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果（効果） 

 26年度、スマートフォンやタブレットＰＣ等を用いた情報モラルの授業や研修会 
は延べ108回実施され約8,600名の教員や児童生徒等がネット社会の危険性を疑似体 
験している。 
 当初、児童生徒向けに開発した教材であったが、教員研修で紹介している中でア 
ダルトサイトを介した不正請求や、通信記録・ログの保存のしくみに驚く教員も多 
く、指導者に対しても、ネット社会の実態を意識化させ、情報モラル教育の必要性 
を啓発することに役立つ教材であることがわかった。また、授業参観日の授業で指 
導を行ったり、家庭教育学級（ＰＴＡ研修会）などで保護者自身が研修したりする 
ことにより、学校と保護者が連携した情報モラル教育の推進にも役立っている。さ 
らに、地域の民生委員や補導員などの研修にも活用することで学校・保護者・地域 
が連携した情報モラル教育の推進に役立てられている。 

５ 事業を成功させるためのポイント 

 関係機関との連携、協力が事業を成功に結びつける鍵となる。多く 
の授業や研修会を実施する中で、岩手県警察本部サイバー犯罪対策室 
や岩手県立県民生活センター、総務省東北総合通信局など、情報モラ 
ルに関する啓発活動を推進している組織、団体との情報交換を行うこ 
とは指導内容の充実のためにも非常に有効である。 
 平成26年度総務省東北総合通信局主催の「春のあんしんネット・新 
学期一斉行動」街頭キャンペーン（東北６県で開催）において、スマ 
－トフォン、タブレットＰＣを用いた情報モラル学習教材を活用し、 
県内外の多くの方々に情報モラル学習を体験してもらうなど連携に努 
めている。 

７ その他 

＜これまでに開発したＰＣ用情報モラル学習教材の紹介＞   ※詳しくは下記Ｗｅｂページをご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
          「情報サイト」           「スタモバLAN」       「ゲーム機です」        「スタモバLAN3」 

８ 参考資料等 

 岩手県立総合教育センター情報教育Web 
  http://www1.iwate-ed.jp/tantou/joho/index.html  
 
 

児童生徒のための情報モラルテキスト 
 http://www1.iwate-ed.jp/tantou/joho/moral/text/index.html 

 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

 これまで、情報モラルに係る授業や研修を実施し、県内の情報モラル教育の充実、推進を図ってきたが、情報モラル
に関する指導を，各学校や地域において主体的、継続的に行うことができるまでには至っていないのが現状である。そ
こで、「体験的な学習活動を取り入れた情報モラルの指導」と併せて、学校において継続して指導ができるようにする
ための取組を行う。具体的には、提示用教材や配付資料、保護者向けの啓発資料等を収集、整理するとともに、ＳＮＳ
の利用など新たな指導内容にも対応できる教材を開発する。これらを児童生徒のＩＣＴ機器やインターネットの利用実
態、発達段階に応じた体系的な指導に活用し、教員自らが主体的、継続的に情報モラルの指導を行うことができるよう
に支援する。 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

テーマ「子どもたちを守るための緊急アピール」 
副題「ケータイ・スマホ・ゲーム機等の安全な使用について」 

実施主体：群馬県館林市教育委員会 
協力団体：群馬県館林市小学校長会、館林市中学校長会 
     群馬県館林市小中学校ＰＴＡ連合会、館林市子ども会育成団体連絡協議会 
     群馬県館林市青少年育成推進員連絡協議会、館林市青少年センター補導員会 

《取組の概要》 

 本市では毎年、小学校６年生と中学校３年生の児童生徒及び保護者を対象に、子ど
もたちの携帯電話やスマートフォン等にかかわる実態調査を行っている。本事業は、
その調査結果から明らかになった問題の解決に向けて、館林市教育委員会と関係機関
とが協力して取り組んだ実践である。具体的には、携帯電話やスマートフォン、ゲー
ム機等の安全な使用を目指して、関係機関７団体による「子どもたちを守るための緊
急アピール」を提案したものである。この提案を契機に、児童生徒が問題を自分のこ
ととして考えられるようにするとともに、児童生徒の主体的な取組や問題の解決に向
けた気運の醸成を図っていくものである。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 毎年、本市において、小学校６年生と中学校３年生の児童生徒及び保護者を対象に、
子どもたちの携帯電話やスマートフォン等にかかわる実態調査を行っている。その調
査結果から、本市の小・中学生の携帯電話やスマートフォンの所有率が年々増加する
傾向にあり、中学３年生では全国平均を大きく上回っていることが分かった。さらに、
携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等にかかわる使用時間や交流サイトにおけるト
ラブルから、学習面や友人関係、生活習慣など様々な問題が起きていることも明らか
になった。これらの問題の解決は、本市における喫緊の教育課題であり、具体的な方
策を講じていく必要があった。 
 しかし、児童生徒は、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等をあらゆる機会に、
あらゆる場所で使用する。また、使用する時間帯や一日の使用時間も様々である。こ
のような実態に対して、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等の安全な使用に向け
て、学校だけの指導では困難を窮め、限界もあった。 
 そこで、本市では子どもたちを取り巻く様々な問題の解決に向けて、大人が協力し
て子どもたちを守っていくことが重要であると考え、館林市教育委員会をはじめ、関
係団体が協力した本事業の取組を展開することとした。 

２ 実施スケジュール 

年    月  日 内     容 

平成 
２６年 

 ○ ５月 ８日～ 
   ５月２０日 

 ○「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の実施 

 ○ ７月 ４日 
 ○「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の結果報告と 
  関係資料の活用 

 ○ ７月３１日 
 ○定例教育委員会で【子どもたちを守るための緊急アピール】の取組 
  について協議 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



３ 事業展開     

(1)「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の実施 
   
 ○調査対象 全小学校６年生と全中学校３年生と調査対象児童生徒の保護者 
  【図１】 
 ○調査期間 平成２６年５月８日～５月２０日 

【図１ 平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査用紙（児童生徒用）の一部】 

(2)「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の結果 
 報告と関係資料の活用 

年    月  日 内     容 

平成 
２６年 

 ○ ８月２５日 
 ○校長会議で、問題の解決に向けた児童生徒の主体的な取組について 
  依頼 

 ○ ８月２８日～ 
  １０月 ６日 

 ○関係機関に【子どもたちを守るための緊急アピール】の取組の説明 
  と協力依頼 

 ○１１月  ○各学校の児童生徒の主体的な取組状況を集約 

 ○１２月 ８日 
 ○「【子どもたちを守るための緊急アピール】ケータイ・スマホ・ 
  ゲーム機等の安全な使用について」の通知 

平成 
２７年 

 ○ １月２７日  ○リーフレット「情報通信の安心安全な利用のための標語」の配布 

 ○ １月２８日 
 ○「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知に伴う自校の取組 
  について情報交換 

 ○ ２月 ５日～ 
   ３月１９日 

 ○関係機関に【子どもたちを守るための緊急アピール】の通知に伴う 
  取組状況について経過報告 

 ○ ２月１９日  ○「館林市いじめ防止子ども会議」の開催 

 ○７月校長会議で調査結果の報告及び関係資料の活用について依頼 
 ○各学校へ送付した関係文書 
  ・「館林市全体」と「自校用」の２種類の結果を送付【図２】  
  ・「子どもケータイ・スマホ 家庭で話し合いましょう。」【図３】 



【図３ 「子どもケータイ・スマホ 家庭で話し合いましょう。」の一部】 

　２　あなたは次のそれぞれについて、１日にどのくらい利用していますか。　  
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(3)関係機関に【子どもたちを守るための緊急アピール】の取組 
 に向けて説明と協力依頼 
 
 ①７月３１日「定例教育委員会」 
  ・多くの関係期間が協力して、子どもたちを守るという本事業の方向性を決める。 
  
 ②８月２５日「小・中学校の校長会」で本事業の説明と次の内容を依頼 
  ・ケータイ・スマホ・ゲーム機等の安全な使用に向けて、問題の解決に向けた児 
   童生徒の主体的な取組 
 
 ③関係機関に次の日程で協力依頼 
  ・ ８月２８日 「館林市子ども会育成団体連絡協議会」 
  ・ ９月１８日 「館林市小中学校ＰＴＡ連合会」 
  ・ ９月 ５日 「館林市青少年センター補導員会」 
  ・１０月 ６日 「館林市青少年育成推進員連絡協議会」 

【図２ 平成２６年度館林市ケータイ・ 

    スマホ等実態調査結果の一部】 

〔調査結果より〕 
 ■ケータイ・スマホ等の所有率が年々増加している。 
 ■中学校３年生の所有率は全国を大きく上回る。 
 ■中学校３年生では、ケータイ・スマホの利用時間が増えると勉強が分からないと回答す 
  る生徒の割合も増加している。 



〔関係機関への説明内容〕 
 〇「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の結果  
 〇ケータイ・スマホ・ゲーム機等に関する他市町村の取組を紹介 
 〇「【子どもたちを守るための緊急アピール】ケータイ・スマホ・ゲーム機等の安  
  全な使用について」の通知内容を説明 
 〇今後の取組について説明 
 
  

(4)各学校の児童生徒の主体的な取組状況を集約 
 
 〇７団体による大人の一方的な提案にならないように、各学校における児童生徒の  
  主体的な取組状況を定期的に把握し、【子どもたちを守るための緊急アピール】 
  の通知の時期について検討。・・・啐啄同時 
                  ※そったくどうじ・・・絶妙なタイミングを示す表現 

 

(5)「【子どもたちを守るための緊急アピール】ケータイ・スマ 
 ホ・ゲーム機等の安全な使用について」を通知 
 
 〇平成２６年１２月８日に館林市立小・中学校１６校に通知  
 〇配布文書 
  ・「【子どもたちを守るための緊急アピール】ケータイ・スマホ・ゲーム機等の  
   安全な使用について（提案）」【図４】 
  ・「子どもケータイ・スマホ 家庭で話し合いましょう。」【図３】 

〔通知に際して各学校に依頼した内容〕 
 〇「ケータイ・スマホ等実態調査結果」や危険性、児童生徒が抱えるトラブルや悩  
  み等を具体的に示し、児童生徒に問題提起すること。 
 〇児童生徒が問題の解消に向けて真剣に話し合う集団決定の場を設ける等、児童生  
  徒の主体的な取組を促すこと。 

【図４「子どもたちを守るための緊急アピール」ケータイ・スマホ・ゲーム機等の安全な使用について】 



(6)リーフレット「情報通信の安 
 心安全な利用のための標語」の 
 作成 
 
 〇各小・中学校から選出された代表作品を 
  用いて、リーフレット「情報通信の安心 
  安全な利用のための標語」を作成。 
  平成２７年１月２７日に各学校へ配布。 
  【図５】 

【図５ 情報通信の安心安全な利用のための標語】 

 標語の作成を通して、児童生徒が
ケータイ・スマホ・ゲーム機等に係る
問題を自分のこととして考えられるよ
うにするとともに、児童生徒の主体的
な取組や問題の解決に向けた気運の醸
成を図っていく。 

(7)「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知に伴う自校 
 の取組について情報交換 
 〇平成２７年１月２８日「第２回小・中生徒指導担当者会議」において情報交換 
  を実施。 
 〇各校の取組状況を次の別紙様式にまとめて持参。 

〔配布に際して、各学校に依頼した内容〕 
 ○中学校入学説明会や保護者会等で活用す 
  ること。 
 ○児童生徒に配布する場合は、資料を基に 
  した話合いを家庭でもつように指導する 
  こと。 
 〇その他として、市内すべての公民館に掲 
  示を依頼。 
  
 
  
  
  

（別紙様式） 
「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知に伴う自校の取組 

 
学校名 館林市立    学校  

 
※「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知に伴う、自校の取組について回答する。 
〔中心の児童生徒・実施学年・取組の概要・アンケートの実施など〕 
 
 ■児童生徒の取組などについて 
 
 ■保護者に対する取組や啓発活動などについて 
  ⇒児童生徒や保護者に変容などはあったでしょうか。また、その変容や実態をどのよう 
   に把握しましたか。 
 
 以上のような内容について、情報提供をお願いします。 
 
 〇中心的な児童生徒 〇実施学年 〇緊急アピールの配布に伴う取組 
 〇変容とその把握方法 など 



(8)関係機関に【子どもたちを守るための緊急アピール】の通知 
 に伴う取組状況について経過報告 
 
 〇関係機関に、取組状況と児童生徒の変容について経過報告を次の日程で行った。 
  ・２月 ５日 「館林市青少年育成推進員連絡協議会」 
  ・２月２４日 「館林市子ども会育成団体連絡協議会」  
  ・２月２６日 「小・中学校長会」           
  ・３月 ６日 「館林市青少年センター補導員会」   
  ・３月１９日 「館林市小中学校ＰＴＡ連合会」  

(9)「館林市いじめ防止子ども会議」の 
 開催 
 
 〇平成２７年２月１９日に開催。 
 ○テーマ「考えよう、ケータイ・スマホ等のネット 
      いじめ」 
 〇参加者 市内小・中学校（代表児童生徒２名） 
      市内小・中学校の担当教員 
      関係機関、保護者、教育委員会 

【班別協議の様子】 

〔協議の様子〕 
 前半は、各校のネットいじめの実態や現在学校で取り組んでいること、これから
取り組みたいこと等について、持参資料を基に情報交換をした。 
 後半は、課題に対して、私たちにできることは何かを協議した。また、来賓（９
名）や保護者も各班に入り、一緒に協議をした。 
 各班で話し合った内容を各学校へ持ち帰り、さらに各学校でのいじめ防止活動を
発展させていくことを約束した。 

４ 事業の成果（効果） 

【 小 学 校 】 

主
な
取
組 

 
【児童会本部等の取組】 
  ■児童会本部で自分たちにできる取組について話し合った。（ルール作りとその掲示を予定） 
  ■児童集会等･･･保健委員会でゲームの悪影響について劇や説明を行った。  
 
【学級活動】 
  ■「緊急アピール」を基に、学級活動で危険性や問題点、必要性について話し合った。 
  
【標語・スローガンの作成】 
  ■全児童が標語を作成し、代表作品を廊下に掲示したり、全校集会で紹介したりした。 
  
【保護者への啓発等】 
  ■学校公開日等の取組、懇談会の取組、各種たより、ホームページの活用など 
 
【その他】 
  ■家庭学習の充実を図る中で、ノーテレビ・ノーゲームデーを積極的に取り組んだ。 



【 小 学 校 】 

主
な
変
容 

 
【家庭に関して】 
  ■「緊急アピール」を基に、親子で話合い、新たなルールを決めた家庭や今までのルールを見直  
   した家庭が多かった。 
 
【児童に関して】 
  ■改善 
   ○１日当たりの使用時間が減った。 ○午後９時までなど、使用時間帯を決めたり、短くした 
    りした。  
   ○使用の曜日を決めた。（日曜日だけ使用や平日だけ使用 など） 
  ■学級等の実態 
   ○クラス全員が守れそうな決まりを作り、クラスに掲示した。（週○時間以内。午後９時以降 
    は使わない等） 

【 中 学 校 】 

主
な
取
組 

 
【生徒会本部等の取組】 
  ■各学級で話し合った結果を生徒総会で発表。その意見を生徒総会の資料と生徒会新聞に掲載し 
   た。 
  
【学級活動】 
  ■全校一斉に、学級活動を実施。共通の指導案・ワークシートを活用して、スマホ等に関する課 
   題や利用について話し合った。 
   
【標語・スローガンの作成】 
  ■自分自身の課題を見つけ、改善の具体策を考えさせ、生活習慣の確立を目指す提言を書かせた。
 
【保護者への啓発等】 
  ■各学年生徒指導担当が「緊急アピール」をベースにパワーポイントを作成し、学年保護者会 
  （保護者の隣に生徒が座る）で説明した。 
  
【その他】 
  ■毎週「３減運動」の振り返りシートを活用して、自分自身の取組状況を確認し、意識の向上を  
   図っている。 
 

主
な
変
容 

 
【家庭に関して】 
  ■学年保護者会後、様々な保護者から感謝の言葉があった。 
  
【児童に関して】 
  ■改善 
   ○「緊急アピール」やそれ以前の継続的な取組から、スマホ等やＳＮＳに関するトラブルが激 
    減している。 
  ■意識の高揚 
   ○生徒が主体となって、きまりやスローガンを作成し、生徒自身がそれを守ろうとしている。 
   ○宣言の内容・・・家族とのきまりを守ることを誓います。 ・人権を損なうような書き込み 
    や人のプライバシーを侵害するような使い方はしません。 ・使った時間以上に勉強します。
    など。 



５ 事業を成功させるためのポイント 

○児童生徒は、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等をあらゆる機会にあらゆる場 
 所で使用する。そこで、学校と家庭、地域が児童生徒の実態と問題点を共通理解し、 
 問題の解決に向けて共通実践していくことが重要であると考える。  
 
〇関係機関に協力を得る際、関係機関の理事会や幹事会などに直接出向き、具体的な 
 説明と協力依頼をした。この活動によって、すべての関係機関が実態を把握するこ 
 とができ、問題の解決に向けて、連携した取組を展開することができたと考える。  
 
〇大人の一方的な通知では、本事業の取組は児童生徒に浸透しないと考える。そこで、 
 ケータイ・スマホ・ゲーム機等にかかわる危険性や児童生徒が抱えるトラブルや悩 
 み等について具体的に示し、児童生徒に問題提起をした。そして、児童生徒が問題 
 の解決に向けて真剣に話し合う集団決定の場を設ける等、児童生徒の主体的な取組 
 を促した。 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

〇「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知だけでは、ケータイ・スマホ・ 
 ゲーム機等の安全な使用に向けて、児童生徒の意識を保ち続けることは困難である。 
 そのため、通知後に次のような取組を行った。 
 
 ・すべての小中学校から標語を募り、リーフレットを作成した。  
 ・各学校の取組について情報交換を行い、自校の取組に生かした。  
 ・「いじめ防止子ども会議」を開催し、児童生徒が自校の取組を発表し、問題の解   
  決に向けて話し合った。 
 
 これらの活動を通して、児童生徒の意識の高揚を図ってきた。今後も、問題の解決 
 に向けて、各学校における児童生徒の主体的な取組と意識の高揚を図っていくため 
 に、意図的・計画的な取組を展開していきたいと考える。 
 
〇関係機関に協力を得るだけでなく、その後の各学校の取組と児童生徒の変容等につ 
 いても経過報告を行った。そのことによって、すべての関係機関が現状を把握する 
 ことができ、問題の解決に向けて、それぞれの役割を果たしながら連携した取組を 
 展開することができていると考える。今後も、定期的な情報交換の場を設け、共通 
 理解を図りながら、児童生徒の現状に即した取組を展開していきたいと考える。 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

「生徒自身による『スマホ安全利用私たちのルール』づくり」 
 

実施主体：埼玉県教育委員会、県立蓮田松韻高等学校、県立宮代高等学校、 
       県立松山女子高等学校 県立日高高等学校、県立芸術総合高等学校、 
       県立皆野高等学校 
協力団体：デジタルアーツ株式会社、ＮＰＯ法人スクールネットワークアドバイザー 

《取組の概要》 

県立高等学校６校を研究校に指定し、「生徒自身による『スマホ安全利用私たちのルール』づくり」を実施。 

① 各研究校で２０人から４０人の代表生徒を選出し、代表生徒が話し合い活動等をとおして『わたしたちの
ルール』の案を作成する。② ①で作成した案を各クラスに提示するなどして全校生徒から意見を集め、代表
生徒がとりまとめて「わたしたちのルール」を策定する。③ 外部講師によるスマートフォン等の安全利用に関
する講演会を実施し、その中で代表生徒が『私たちのルール』を全校生徒に周知し、遵守を呼びかける。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 スマートフォンの普及に伴い、ＳＮＳ上での不適切な投稿や他人に対する誹謗中傷などの問題が生じている。
文部科学省が毎年実施している「問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の「いじめの態様」において
も「パソコンや携帯電話で誹謗中傷や嫌なことをされる」の項目は平成２３年度から平成２４年度調査では大きく
増加している。 

 しかし、ネットいじめを含めたネットトラブルの問題は大人からは見えにくい部分があり、教員による指導や監
視だけでは解決が困難である。 

 この問題に対応するには、子供たちがネットいじめやネットトラブルを自分自身の問題と捉え、課題解決に向
けて主体的に関わろうとする態度と自らが課題を解決していく力を養うことが必要である。 
 そこで、生徒自身が主体的に話し合い活動を行い、自分たちが守るべきルールを策定することとした。 

２ 実施スケジュール 

 ４月 研究校募集 
 ５月 研究校の指定 
 ７月～９月  各研究校で代表生徒によるワークショップを開催 
 ７月～１０月 各研究校で『私たちのルール』策定 
 １０月 外部講師による講演会を実施、代表生徒が『私たちのルール』 
      を全校生徒に周知  

３ 事業展開 

≪各研究校での取組≫ 
① 代表生徒を選出し、校内のワークショップをとおして、生徒自身が 
   『私たちのルール』の案を作成する。その際、外部講師が生徒の 
   疑問点に答える。 
② 代表生徒が作成した『私たちのルール』案を全校生徒に提示し 
       意見を集め、代表生徒が取りまとめて各学校の「私たちのルー 
       ル」を策定する。 
③ 『私たちのルール』を策定したのち、代表生徒が全校生徒に 
   周知する。あわせて、外部講師によるスマートフォン等の安全 
       利用に関する講演会を実施する。 
≪周知に関する取組≫ 
① １１月４日に埼玉県が開催したいじめ撲滅を呼びかけるイベント「Ｓｔｏｐ！いじめ in ＳAITAMA 2014」における  
    代表校１校による取組と成果に関する発表。 
② 各研究校の取組について、年度内に県のＨＰに掲載予定。 

11/4イベントでの成果発表（松山女子高校） 

『私たちのルール』 
        全校生徒への発表（宮代高校） 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果（効果） 

≪各研究校で策定された『スマホ安全利用私たちのルール』（例）≫ 
 ・ＳＮＳの利用ルールを守ろう 「誰でも見ることができる」ということを忘れない。 
 ・ＳＮＳでつぶやくときには３回見直す！ 
 ・スマホは２２：００まで！ 
 ・常に相手のことを想って発言する。 
 ・依存しすぎないように、他のことにも興味・関心を持つ。  
     ※ 各研究校、３～５つのルールを策定 
≪各研究校の生徒の反応等≫ 
 ・普段話すことがない内容をみんなで話し合いながら、 
   ルールを再確認することができた。 
 ・スマホの利用についてこれまで、こんなに深く考えた 
  ことはなかったので、とても勉強になった。 
≪取組の成果≫ 
 ・いずれの研究校でも、代表生徒が意欲的にワークショップで事例や意見をだし、積極的に参加していた。 
 ・「大人からの押し付けでなく、全校生徒がルール策定に関わったことで生徒の意識が高められた。（研究校） 
 ・「これまではスマートフォン等を介した生徒トラブルが発生していたが、この取組以降は今のところ、同様の 
  トラブルは発生していない。」（研究校） 

５ 事業を成功させるためのポイント 

≪生徒の主体性と問題意識の喚起≫ 
   『私たちのルール』策定に向けて、生徒自身が主体性を持って、積極的に取り 
 組む（考える）雰囲気を作り出すことが重要である。 
   各校のワークショップでは、活発に意見を出す生徒が多くおり、教員や外部講 
 師はなかなか発言できない生徒に発言のきっかけを与えたり、言い換えてまとめ 
 たりしながら、生徒の自由な発言を上手に促していた。 
   生徒一人一人が、「自分で考えて『私たちのルール』を策定した。」という意識を 
 持てるような取組にしていくことで、ネットいじめやネットトラブルの防止に向けた 
 生徒の意識の高揚が図れるものと考える。  

７ その他 

特記事項なし 

８ 参考資料等 

取組に関する資料を年度内には埼玉県のＨＰに掲載する予定 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

 今年度の取組では、研究校から以下の課題が挙げられた。 
 ① 高まった意識を継続すること。 
 ② 策定されたルールを継続的に見直し、生徒の実情に合った「ルール」を 
          維持すること。 
 ③ 生徒自身が作成したルールを、生徒自身に定着させること。 
 ④ ネットトラブルに関する教員側の知識の増強 
 「生徒自身による『スマホ安全利用私たちのルール』づくり」については 
 来年度も実施する。上記の課題について検討を進めるとともに、 
 生徒の持っている知識や情報を教員と共有していく手立てについても研究する予定である。 

私たちのルール（日高高校） 

スマートフォンの安全利用に関する 
講演会（皆野高校） 

ワークショップの様子（蓮田松韻高校） 

ワークショップの様子 
（芸術総合高校） 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

テーマ「子どもたちを有害アクセスから守るために」 
 副題「 生涯学習係 出前講座を活用した取組」 

実施主体：石川県珠洲市教育委員会 
協力団体：石川県珠洲市PTA連合会 

《取組の概要》 

 児童・生徒のインターネット利用実態を踏まえ、インターネットへの接続について保護者の実感をもった理解
を図るため、市教育委員会生涯学習係が出前講座を設け、各学校毎保護者や児童を対象に携帯音楽プレー
ヤーや携帯ゲーム機器等の危険性について実演を交えて行い、「子どもたちを有害アクセスから守る」気運を
高め、全市的な運動へとつなげた。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 本市では、平成２２年度より年３回の携帯電話・インターネット等利用状況調査を行っている。平成２４年度か
ら携帯電話の所持率が高まり、同年度３学期からは、携帯音楽プレーヤーやゲーム機器等を利用したSNSの利

用を含むインターネット利用数が急激に増えた。また、その利用に端を発したいじめも見られるようになった。児
童・生徒に情報モラルを育成するために、中学校だけでなく小学校でも児童対象の講習会を開催するなど啓発
活動を行ってきたが、保護者の理解と協力が欠かせない。そのため、保護者が実感をもって取り組むことがで
きるよう、生涯学習係の出前講座を利用して保護者への啓発活動を行い、全市的な取組へと発展させた。 

２ 実施スケジュール 

・携帯電話・インターネット等利用状況調査（平成２２年度より年３回実施） 
・各学校における児童・生徒への情報モラル指導 
・各学校における保護者への啓発活動（生涯学習係出前講座等） 
・「珠洲市の子どもたちを有害アクセスから守る」運動の実施(平成２６年１２月より実施） 

３ 事業展開 （出前講座） 

〇携帯ゲーム機、携帯音楽プレーヤでのネット接
続のほか、電話機として使えないスマートフォンか
らもネット接続が可能なことを実演し、 あらゆる方

法でネット接続できることを実感し、「情報」につい
て深く考えることを主眼に展開した。 

・小学生には、「情報発信」について、 「自分のこと
を書き込む危険性」 や「写真からどんなことが伝わ
るか」を段階的に考えさせた。 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果（効果） 

・インターネットへのアクセスに対する保護者の危険性認識の高まり 

・携帯音楽プレーヤーやゲーム機器等身近な危機からネット接続できることの理解と保護者の責任についての認
識の高まり 
・市PTA、学校、行政が一体となった「珠洲市の子どもたちを有害アクセスから守る」運動の実施 

５ 事業を成功させるためのポイント 

・学校が主体となった取組を充実すること 
・保護者の理解を図るために多様な方法を工夫しながら継続して取り組むこと 

７ その他 

「珠洲市の子どもたちを有害アクセスから守る」運動（平成２６年１２月１７日より実施） 
  ・夜９時までに、インターネットに接続できる機器を保護者が預かる。 
  （タブレット、PC、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機器など） 
  ・インターネットに接続できる機器は、フィルタリング等をかけてから利用させる。 
 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

・携帯電話・インターネット等利用状況調査項目に「珠洲市の子どもたちを有害アクセスから守る」運動に関する
項目を加え、定期的に実態調査をし、実態に応じた活動を行うこと 
・児童・生徒への計画的・継続的な情報モラル教育の実施 
・保護者への啓発活動を多様な方法で継続して実施すること 
・市PTA連合会、学校、行政が連携した取り組みの推進 

・中学生（ラインやフェイスブックなどのSNSを

利用が増え始める）には、短文投稿による炎
上の実例を示しながら、「短文の難しさ・伝わ
りにくさ」「いたずら気分の情報発信の先にあ
るもの」「情報発信者としての責任」などを伝
えた。 

・保護者には、「お子さんの未熟な判断が、人生を
揺るがす大事につながることもあること」「制限をか
けないと、日常生活で知り得ることのない特異な世
界（自殺・解剖サイトなど）に簡単に踏み込めるこ
と」を伝え、保護者の姿勢と関わりの大切さについ
て啓発した。 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

テーマ「親子で話そう !!  ケータイ・スマホルール」 
 副題「自分よし・相手よし・みんなよし ケータイ・スマホはルールを守って使わせたい！」 

実施主体：静岡県教育委員会社会教育課、静岡県ネット安全・安心協議会 
協力団体：静岡県PTA連絡協議会 

《取組の概要》 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

２ 実施スケジュール 

  ４月 デザイン協力大学生の募集    
  ５月   協議会にてルールの見直し、改善点の検討  
  ７月 参画学生への趣旨説明・デザイン製作                                        
 10月   協議会にて校正・検討 
  １月   カレンダーの完成、発送準備 
  ２月  「春のあんしんネット新学期一斉行動」と併せ配付 
               
 ＊各学校は、春休み前の指導、４月の参観会、遅くとも５月ＰＴＡ総会までに配付 

３ 期待される効果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『親子で話そう!! ケータイ・スマホルール』作成及び配付 

  対      象  県内全小学校５年生と中学校２年生の保護者 

  配  付  数   80,000部 

  配付時期   ３月から５月    

  静岡県の調査では、ネットに接続可能な家庭用ゲーム機の所持率が小学５年生で６割を超えています。
我が子の持っているゲーム機がネットに接続できることを知らない保護者が多いことや、保護者の使い方を
子どもが真似していること、携帯電話やスマートフォンの保持・利用層が低年齢化していることが静岡県ネッ
ト安全・安心協議会で話題となりました。 

 そこで、安全に、正しくインターネットを使うことができ、子どもたちがいじめや犯罪に巻き込まれたり、ネット
依存状態に陥ったりすることがないよう、家庭教育の中でルールやマナーを具体的に話し合ってもらう機会
を提供したいと考えました。 

 保護者の手元に届き、捨てられにくい啓発リーフレットとするため、トイレや冷蔵庫などの目に付く場所に
貼っておけるカレンダーの工夫を盛り込み作成しています。 

 我が家の使用ルールを 

子どもと話し合って決めよう！ 

         静岡県PTA連絡協議会 

デザイン／静岡文化芸術大学デザイン学部  山本 涼介さん 

 静岡県ネット安全・安心協議会は、有識者、「安全教室」を開催している講師（県内NPO団体）、SNS事業
者、携帯電話等販売事業者、警察、教育行政関係者で構成され、現在起きているトラブルや、今後を見据
えて情報交換をしながらケータイ・スマホルールの作成にあたっています。 

 保護者が携帯電話等を買い与える目的は、防犯や連絡手段のツールであることに対し、子どもはSNSを
活用することやゲームに夢中になってしまう傾向があるため、各家庭内で最低限話し合ってもらいたい内
容を、「６つのルール」に絞り、わかりやすい例をあげてまとめました。 

 具体的に話し合う材料を提供できたことで、曖昧な約束にとどめず、守れなかったときはどうするかを含
めて宣言できます。親子で話し合って決めたルールは継続できると期待します。時々守ることができている
か、親子の意思確認に活用してほしいと思います。 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ ルールの一例紹介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 事業を成功させるためのポイント 

（１） 連携と協働 
    県ＰＴＡ連絡協議会より、使い方や使用時間の目安が示されました。 
  県教育委員会は、 ＰＴＡの活動に賛同しながら、カレンダーにコメント 
    を掲載し、家庭でのルール作りを保護者に呼びかけています。 
   また、官民協働事業として、「小中学校ネット安全・安心講座」を開催 
  しています。その中でも『親子で話そう !! ケータイ・スマホルール』を紹 
   介 し、各家庭で活用してもらう働きかけをしています。 
 
（２） ルールの精選と「親子で話し合って決める」ことを推奨 
    現状のトラブル事例から対策やルールを伝えることは大切ですが、新たなトラブル事例が次々に発生しま
す。 
  子どもたちを被害者にも加害者にもさせないため、最も基本となるルールを精選し、実態に応じて見直しをして 
    いくことが必要です。 
   使う目的をきちんと話し合ってほしいので、ルールは一方的に大人が決めるのではなく、子どもと「話し合 
  って決める」ことを推奨しています。 

７ 参考資料等 

 
 
 
 
 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

     
       平成27年度から、 『ふじのくに「ケータイ・スマホルール」アドバイザー養成講座』を開催します。 
      保護者を対象に、「家庭で話し合ってルールを作る大切 さ」を伝える講習会を開催できる人材育成により、 
    保護者会等の様々な場面で、『親子で話そう!!ケータイ・スマホルー ル』を保護者に周知していきます。 
 

静岡県教育委員会 社会教育課ホームページ内 

http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/tyuugakuseitotomoni/ke-taisumaho.html 

 

検索ワード「静岡スマホルール」 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

テーマ「インターネットの危険性・依存性から子どもたちを守るために」 
 副題「携帯電話・スマートフォン・ソーシャルメディア等の適切な使い方」 

実施主体：京都市教育委員会 

《取組の概要》 

１ 携帯電話市民インストラクターによる啓発活動 
 携帯電話やスマートフォン，ソーシャルメディアを含むインターネットの『危険性』や『依存性』について，市民目
線で保護者に啓発する「携帯電話市民インストラクター」を養成し，各学校・幼稚園等での啓発講座の実施等，
地域に根差した草の根的な啓発活動を展開している。 
  
２ 子どもと大人が自ら考え，解決策を探るワークショッププログラム 
 インターネット利用に伴う問題を予防・解決するため，子どもが主体的に保護者と共に課題を共有して自ら解
決策を探るとともに，保護者の課題意識向上にもつながるプログラム（授業モデル）を作成している。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 京都市では，子どもを健やかで心豊かに育む社会を築くために，市民共通の行動規範として「子どもを共に育む
京都市民憲章（愛称：京都はぐくみ憲章）」（以下，「憲章」）を平成１９年２月に制定し，実践行動の輪を広げている。 
 「インターネット・携帯電話の弊害」については，憲章制定時から子どもの命を脅かす緊急の課題として掲げられ，
その課題解決に向けて，「携帯電話市民インストラクターによる啓発活動」をはじめとする様々な取組を進めてき
た。 
 平成２６年度憲章の「行動指針」の重点行動の１つに，「ソーシャルメディアの利用に潜む危険性から子どもを守
ります！」を掲げている。 
 
＜京都はぐくみ憲章 行動理念＞ 
わたくしたちは， 
一 子どもの存在を尊重し，かけがえのない命を守ります。 
一 子どもから信頼され，模範となる行動に努めます。 
一 子どもを育む喜びを感じ，親も育ち学べる取組を進めます。 
一 子どもが安らぎ育つ，家庭の生活習慣と家族の絆を大切にします。 
一 子どもを見守り，人と人が支え合う地域のつながりを広げます。 
一 子どもを育む自然の恵みを大切にし，社会の環境づくりを優先します。 

２ 事業展開 

１ 携帯電話市民インストラクターによる啓発活動 
 ＰＴＡや子育て支援活動に携わっている方を「携帯電話市民インス 
トラクター」として養成し，学校・幼稚園や児童館，少年補導委員会等 
において「ケータイ講座」進行役として，保護者・市民に最新情報を提 
供し，その情報をもとに，保護者と共に考える啓発講座を実施している。 
  
＜主な啓発内容＞ 
◆子どもを取り巻くインターネット環境の現状やフィルタリングの必要性 
◆家庭でのルールづくりの重要性 
◆親子のコミュニケーションの重要性 
 
 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



３ 事業の成果（効果） 

２ 子どもと大人が自ら考え，解決策を探るワークショッププログラム 
 子どもたち自身が，ソーシャルメディア（インターネット）の利用に伴う危険性・依存状態について知り，その不適
切利用を予防・解決するため，子どもが保護者と共に課題を共有して自ら解決策を探る。そうすることで，適切な
利用法を子どもたちが主体的に身につけるともに，保護者の課題意識の向上にもつながるようなプログラムを作
成し，現在試行実施している。 
  
プログラムの一例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ その他 

 「携帯電話市民インストラクター」からの情報提供だけでなく，自分自身の問題として考える仕組みづくりとして，
平成２７年度中にプログラムを作成し，平成２８年度から，各学校での本格実施を目指す。プログラムを有効なも
のとして実施できるよう，問題提起を担うインストラクターの新規養成及び資質向上や，最新情報・資料の提供等，
サポートの充実を図る。 

４ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

１ 携帯電話市民インストラクターによる啓発活動 
 講座終了後のアンケートでは， 
◆まずは大人が，携帯電話やスマートフォンの知識や適切な使い方を身に付け，子どもの見本となることが大切 
 だと感じた 
◆親子でしっかり話し合って，約束事を決めたうえでスマートフォンを与えようと思う 
◆親子の日々のコミュニケーションの大切さが分かった。家族みんなで使い方について話し合おうと思う」 
等の記載が見られるうえ，約９５％の参加者が，「参加して良かった」と回答している。 
 
２ 子どもと大人が自ら考え，解決策を探るワークショッププログラム 
 試行実施後の子どもたちのアンケートでは， 
◆今まで何気なく使っていた携帯電話について深く考えることができた 
◆友達の意見を聞いて，自分では気付きにくい問題点を知ることができて良かった 
等，自分自身の問題としての記載が見られる。 

京都市「子どもの『インターネット』利用に関する連絡会議」 （平成１９年度～） 
 PTA・学校・市民団体・行政機関に携帯電話事業者・ＳＮＳ事業者・ゲーム事業者も参画し，子どものインター
ネット利用のあり方について検討するとともに，子どもたちの命を守り，子どもたちを健やかで心豊かに育むため
の社会環境の構築に向けた取組を社会全体で推進する。 
 
ケータイ教室（平成１９年度～） 
 携帯電話事業者との連携により，児童生徒向けに，携帯電話・インターネットの危険性等を伝える授業を実施し
ている。 
 
学校非公式サイト等のネット監視システム（平成２２年度～） 
 インターネット上の誹謗中傷や個人情報の書込みを早期発見・解決するため，京都府教育委員会と連携し，
ネット上の書込みの監視を実施している。 
 
ノーテレビ・ノーゲーム・ノーケータイデー（平成２０年度～） 

 京都市ＰＴＡ連絡協議会が毎月１６日を「ノーテレビ・ノーゲーム・ノーケータイデー」に設定し，電子メディアへの
長時間の接触など，大人を含む生活習慣の見直しや，家族のふれあいについて改めて認識を深める取組を進
めている。 

所要時間 主な内容
アンケート 事前実施 所持率，使用率，課題に対する意識
問題提起 ２０分 インターネット環境，問題について情報提供

熟議 ３０～６０分

インターネット利用の実態や課題，対策について
子どもたちが少人数で協議
（状況に応じてＰＴＡや地域の大人が進行役とし
て参加）

発表
まとめ

１０分 熟議の内容を発表



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

テーマ「ネットトラブルから子どもを守る協働会議」 

実施主体：兵庫県教育委員会 
協力団体：兵庫県健康福祉部こども局青少年課 兵庫県警察 神戸市教育委員会 
       兵庫県私学総連合会 兵庫県立大学 ＮＴＴ西日本（株） 

《取組の概要》 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

２ 実施スケジュール 

３ 事業展開 

 スマートフォンやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等の情報手段が急速に普及する中で、イン
ターネット上のトラブルから児童生徒を守るため、教育委員会と県警及び関係機関等による連携体制の強
化・充実を図るとともに、情報モラル教材の開発及び研修方法等の検討等、教職員の情報モラル指導力の向
上を図る。 
【課題】 
 ・児童生徒のスマートフォン等によるインターネット利用については、学校での指導や県警の防犯教室（年   
  間約６００ヶ所）を実施しているが、依然、SNS利用による対人関係の悪化や悪ふざけ投稿（いわゆるバ 
  カッター問題）等のネットトラブルが起きている。また、スマートフォン等の長時間の使用によるネット依存 
  の傾向等の問題も起こっている。 
   ・契約者である保護者が子どものインターネットの利用状況や危険性を把握仕切れていない。 
   ・スマートフォン等の利用実態を把握し、インターネット上での危険性を正しく理解させる等、学校・家庭・地 
  域が連携して、児童生徒に適切に指導する必要がある。 

平成26年  6月23日（月） 作業部会 
平成26年  7月  1日（火） 第1回協働会議 
平成26年  7月30日（水） 作業部会 
平成26年12月16日（火） 作業部会 
平成27年  2月10日（火） 第2回協働会議 

（１）県教育委員会、県警、県立大学、各関係機関、民間企業が連携を密にして情報モラル向上を図る 
（２）喫緊の課題に関する情報共有と各機関で行う取組での連携と協働 
（３）ネットトラブルに対するこれまでの取組内容及び方法の成果と課題についての協議 
（４）ネットトラブルに関する教材の作成と効果的な活用についての協議 
（５）教員の情報モラル指導力の向上及び効果的な研修方法についての協議 

（１） ネットトラブルから子どもを守る協働会議の設置 
     ・ネット利用に伴う危険やネットトラブルを未然に防止に向けた情報共有 
     ・児童生徒の情報モラルを高める取組の協議 
（２） 構成員相互が活用できる教材等の開発 
     ・教材リンク集の開設 
     ・校内研修用パッケージの作成 
     ・動画教材の開発 
（３） 連携による講師派遣及び資料提供 
     ・地区別情報教育研修会の実施と県警、大学からの講師派遣 
     ・県警サイバー犯罪対策課による防犯教室との連携                                                          
                                                   （ネットトラブル防止啓発動画）                                                                

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果（効果） 

５ 事業を成功させるためのポイント 

７ 参考資料等【兵庫県教育委員会ＨＰ】 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

（１）ALLひょうごでの取組をより一層進める 
    協働会議を機会に、各関係機関との連携が密になり協力体制が整ってきたので、ネットトラブルから 
   子ども守る取組をALLひょうごで一層進めていく。 
（２）作成した教材の活用 
    県下に配置された情報教育専門推進員を中心に、地区別情報教育研修会で教材を活用し、各校の 
   担当教員の指導力を高め、校内研修の充実につなげる。 
（３） 先進的で効果的な取組の啓発 
    学校・家庭・地域等へホームページや研修会、イベント等を通じて紹介し、県下で「ネットモラル向上 
   の主体的な取組」が広がるように、各種広報活動を積極的に活用する。 

（１） ネットトラブルから子どもを守る教材リンク集  
     【ＵＲＬ】http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/ 
 
（２） ネットモラル向上の「主体的な取組」が推進されています！ 
     【ＵＲＬ】http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/ 
 
（３） ネットトラブル等校内研修用パッケージ  【ＵＲＬ】http://www.hyogo-c.ed.jp/~somu-bo/index.html 
 
 
 
 
 

（１） 関係機関と綿密に連携を図る（官、民、学の協働体制） 
            子ども達をネットトラブルから守る（未然防止）という目的のもと、各機関で実施している事業や取組に 
   つ いて情報共有し、イベントや研修会の講師派遣、資料提供など積極的に相互に協力し事業の内容を 
   充実させ、連携を図ってきたこと。 
（２） 児童生徒の「主体的なルールづくり」につなげる 
             児童生徒のネット利用の実態を把握するにあたっては、児童生徒自身がアンケートの作成に関わっ 
   て調査を行うこと。また、普段の生活を振り返りながら調査結果を分析し、よりよいネット利用に向けて、 
   教員や保護者の指導だけでなく、児童生徒が主体的に話し合ってルールづくりにつなげること。さらに、 
   ルールを家庭・地域等にも示し、児童生徒の主体的な取組で、情報モラルの向上が図れるようにしてき 
   たこと。 

（１）教材リンク集の開設 
   文科省、総務省、警察庁、県警、各関係機関が作成した資料や教材等を、県教育委員会のホームペ 
  ージから閲覧できるように、各団体に許諾を得た上でリンク集を開設し、研修等で活用を促した。    
（２）教材の作成 
   協働会議の作業部会において出された子どもを守るためのキーワードをもとに、「フィルタリングの徹 
  底」、「消える記憶と消せないキロク」、「ＳＮＳの利用について」を作成し、校内研修等での活用を促した。 
（３）ネットモラル向上の「主体的な取組」の紹介 
   県下で実施されている「ネットモラル向上の主体的な取組」を、県教育委員会のホームページ上で紹介 
  し、今後の各地域や各学校での取組の参考となっている。 
（４）動画の作成 
   県立大学生と警察官の座談会形式で、スマートフォンやアプリの利用に伴う危険性等を伝える動画を 
  作成して県の教育用サーバ上に提示し、全市町で閲覧が可能となる予定である。 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

電子メディアに関する講習会「ケータイ出前講座」の開催 

実施主体：広島県広島市教育委員会 
協力団体：広島県広島市電子メディア協議会 

《取組の概要》 

 小・中学校やそのＰＴＡ、地域の各種団体等からの要望で、電子メディア協議会から派遣された電子メディア・
インストラクターが、保護者や教職員、児童生徒などを対象に、子供たちのネット遊びの現状やインターネット
のメディア特性と危険性、保護者の果たす役割と期待などの内容で講習会を実施する。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 急速な情報化の進展は、子どもを取り巻く環境を大きく変化させ、電子メディアの長時間の視聴により基本的な
生活習慣の形成への阻害をもたらしたり、インターネットを介して犯罪に巻き込まれるきっかけとなったりするな
ど大きな問題を生み出しており、携帯電話やテレビなどの電子メディアと子どもたちとの健全なかかわり方が重
要な課題となっている。 

 このため、本市では「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」を制定し、条例の目的を達成
するために、青少年、保護者等、事業者及び市民に対し、青少年と電子メディアとの健全な関係づくりのための
知識の普及、情報の提供、学習の機会の提供、その他啓発活動を推進することとした。 

２ 実施スケジュール 

 「広島市青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」（平成２０年３月制定） 
 
  条例に示されている３つの取組の基本方針に沿って事業を実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

約２か月前 講座主催者から電子メディア協議会に依頼 
               受講対象者の確認 
 
      児童生徒及び保護者         児童生徒のみ 
      又は、保護者のみ 
                      教職員に 
      内容等の打ち合わせ       授業で活用できる教材の紹介 
                      教材の活用方法のレクチャー 
    「ケータイ出前講座」の実施 

３ 事業展開 

・ ノー電子メディアデー 
 の推進 
・ 携帯電話の利用に 
 関するアンケート調査 

・ 携帯電話販売・安心 
 サポート宣言店登録 
 制度 
 

・ 電子メディアインスト
ラクターの養成 
 
・ ケータイ出前講座 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果 

 
 
 ・無料ゲームサイトの登場により新しい落とし穴ができたということを、初めて知ることができました。 
 
 ・ジュニア携帯のため、「持たせっ切り」になっていることに、気付かされました。 
 
 ・私はケータイでメールやテレビ、ゲームなどいろいろできるから早く欲しくてたまりませんでした。 
  だけど、家にあるテレビやゲーム、電話で十分だと思いました。（小学生） 

 
○「ケータイ出前講座」開催回数・ 参加人数    ○電子メディア・インストラクター認定者数 
                          H20年度（2008年度）合計  11名 
  H21年度 (2009年度) 30回  2,532名        H21年度（2009年度）合計  24名 
  H22年度 (2010年度) 48回  3,285名        H22年度（2010年度）合計  51名 
  H23年度 (2011年度) 48回  9,092名        H23年度 (2011年度) 合計  63名 
  H24年度 (2012年度) 33回  5,885名        H24年度 (2012年度) 合計  96名 
  H25年度 (2013年度) 92回 13,208名        H25年度 (2013年度) 合計 121名 
 
 「ケータイ出前講座」は平成２１年度から開催しており、開催回数・参加人数が大きく増加している。
講座に派遣する「電子メディア・インストラクター」の認定者数も年々増加し、学校やＰＴＡ、地域の
各種団体に認知されつつある。 
 

５ 事業を成功させるためのポイント 

 ・ 電子メディア・インストラクターが、保護者などを中心に構成されていること。 
 ・ 「ケータイ出前講座」への派遣が、当該学区（中学校区単位）あるいは同区内のインストラクターを原則として 
  いること。 
 

 これらのことから、保護者、地域の力を学校の取組で活用することができ、学校間の連携やＰＴＡ協議会等を通
じて活動が広まる。 
 

７ 参考資料等 

 広島市電子メディア協議会｜facebook 
 https://ja-jp.facebook.com/hiroshima.denme 
 

 
 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

 電子メディアの世界は日進月歩で、新しい情報は止めどなく溢れ出ている。とりわけ、スマートフォン等の新た
なインターネット接続端末の危険性等、常に新しい情報を取り入れながら、今後も、講座主催者との意見交換を
重ね、参加者の年齢層や立場なども考慮して、パワーポイントを使った説明型の講習会から、親子の絆をつくる
「コーチング」や徹底的にしゃべり合う「しゃべり場」などの受講者参加型の内容を増やしながら進めていく。 
 

「ケータイ出前講座」参加者の感想 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

事業名「いじめ防止サミット  ｉｎ  北九州」 
 テーマ「いじめを生まない携帯電話やスマートフォンの使い方やルールについて」 

実施主体：福岡県北九州市教育委員会 

《取組の概要》 

○ 北九州市では、９月をいじめ撲滅強化月間としており、 「いじめ撲滅」に向けて取り組む全市共通のテーマ 
 を、８月の当サミットにおいて、市内国公立全小・中学校（１９４校）代表児童生徒による話合いにより決定する。 
 決定した内容については、代表児童生徒がそれぞれの学校にもち帰り、内容を各校の児童生徒に伝えること 
 で、「いじめ撲滅」に向けて、市内児童生徒が一つになった取組を進めている。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

○ いじめの問題に対して、北九州市では、平成１８年より毎年サミット、フォーラムを開催するなど、継続して 
 取り組んできた。平成２３年の大津いじめ事件を受け、平成２５年に市内全小中学校代表児童生徒参加によ 
 るサミットを開催した。近年、インターネット上での誹謗中傷などのいじめの問題は、全国的に後を絶たず、本 
 市においてもより一層指導の充実を図る必要がある。そこで、ネットいじめをはじめとする全てのいじめをなく 
 すため、本市では市内全ての学校が同じ目的意識をもって、子どもたちが主体的にいじめの問題について考 
 え、いじめ撲滅への意識の高揚を図ることを目的として、本事業を開催している。本年度は、携帯電話やス 
 マートフォンなどの使用によるネットトラブルを協議の柱として、本事業に取り組んだ。 

２ 実施スケジュール 

○ 第１回実行委員会 （４月２３日） 
○ 第２回実行委員会 （５月１４日） 
○ 第３回実行委員会 （７月２５日） 
○ いじめ防止サミット ｉｎ 北九州 （８月１１日・１２日） 
  ・１日目 グループ会議、全体検討会 
  ・２日目 全体会議（各グループからの発表・いじめ撲滅スローガンの発表） 

３ 事業展開 

○ ８月１１日（１日目） 
  ・ 今年度は、サミットに市立１３０校の小学校と６２校の中学校、福岡教育大学附属小倉小・中学校から各３  
   名ずつ、約６００名の児童生徒が参加。 
  ・ 小学校１９グループ、中学校９グループに分かれて「昨年度のいじめ撲滅の取組を振り返り、今年度どの 
   ようにつなげていくか」、ケータイ・スマホ夜１０時オフ等の「いじめを生まない携帯電話やスマートフォンの 
   使い方やルール」について小集団での協議。 
  ・ その後の全体検討会で、各グループの代表者がグループ会議の結果を発表し、コーディネーターが全グ 
   ループの意見を集約して今年度の取組を提案し、全会一致で採択。 
○ ８月１２日（２日目） 
  ・ 代表児童生徒、教員、保護者など約１５００名の参加と、文部科学副大臣他、多くの来賓を迎え、全体会 
   議を開催。 
  ・ いじめの問題について、特色ある取組をしている小学校、中学校の実践発表と特別支援学校の取組、さ 
   らに福岡市のいじめ撲滅の取組を紹介。 
  ・ 「いじめ撲滅スローガン」「いじめ撲滅宣言」と「いじめを生まない携帯電話やスマートフォンの使い方や 
   ルール」を会場全体で唱和し、いじめ撲滅に向けて北九州市全体で取り組むことを宣誓。 

【グループ会議の報告】 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果（効果） 

（採択された今年度の取組） 
 ①昨年度の取組を継続する。 
  ○  いじめ撲滅スローガン 「なくそういじめ！ふやそう笑顔！」 
  ○  いじめ撲滅宣言 
    ・ 私たちは、自分やみんなの心と体を気にかけ大切にします。 
    ・ 私たちは、あなたの悲しみを自分の悲しみとして受け止めます。 
    ・ 私たちは、いじめを許さず、仲間と一緒に考えます。 
    ・ 私たちは、自分ができることから実行し、いじめのない北九州市をめざします。 
  ○  クローバーキャンペーン 
    ・ いじめをしない意思を示すためのシール、全児童生徒に配布 
  ○ いじめ撲滅啓発ポスターの作成 
 
 ② いじめを生まない携帯電話やスマートフォンの使い方やルールについて 
    ・  ケータイ・スマホ 夜１０時オフ 
    ・  相手を傷つけることばは使わない 
    ・  困ったときは大人に相談する  
   成果としては、携帯電話の使用時間やメール文への配慮、困ったときの対応といった、いじめの問題だけで 
  はないネットトラブル・ネット依存に対する児童生徒の意識を高めることにつながった。 

５ 事業を成功させるためのポイント 

○ 実行委員会による企画・運営 
  ・ サミットの開催においては、子どもたちが主体的にいじめの問題を考えることが重要である。 
   そのために、市立小中学校の各区代表児童生徒１４名の実行委員を選出 
   して、会議の中で話合いの柱を考えたり、サミットの中での役割を確認した 
   りする会議を開催した。 
   ① 第１回実行委員会 昨年度のいじめ防止サミットの振り返り 
   ② 第２回実行委員会 サミットにおける協議内容の決定と各校への周知  
   ③ 第３回実行委員会 サミット当日の仕事の内容の確認と分担 
○ 広報活動 
  ・ ９月の始業式に、校長が全校児童生徒にサミットの報告を行った。また、サミットに参加した代表児童生徒 
  も集会行事等でサミットの報告を行った。 
 ・ サミットを編集したＤＶＤを全校配付し、児童生徒だけでなく、保護者、地域の関係者への広報を推進した。 

７ その他 

（参観者からの感想） 
○ 子どもたちの一生懸命な姿に感心した。大人が決めたことをするのではなく、実行委員で方向性を確認し、 
  各学校で話し合ってもらい、それぞれの意見を持ち寄って考えていた。子どもたちが主体的に取り組んでいた 
  ところがよかった。 
○ 子どもたちから相談されるような、信頼される大人にならないといけないなと感じた。  
○ 文字だけでは、思いが伝わらない。直接会って話をすると言っていた小学生がすばらしいと思った。 

８ 参考資料等 

・北九州市教育委員会ホームページ                                               
（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku) 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

○  ネットいじめ等のインターネット上のトラブルは、年々、増加している。今後も社会の情勢や児童生徒の実態 
  に応じた課題を設定していくことが重要である。 
○ サミットで採択した取組を実効性のあるものにするためには、各学校における積極的な取組を進めることが 
  大切である。「いじめ撲滅宣言」を児童生徒及び保護者に周知して取組を定着させる。 
○ 本事業を推進していくためには、学校・保護者・地域が一体となって進めていくことが効果的である。北九州 
  市ＰＴＡ協議会等の関係機関との連携を図りながら、継続・発展させていく。 

【啓発ポスター】 

【実行委員会での話し合いの様子】 

【クローバーシール】 



子供のための情報モラル育成プロジェクト 

事業名「ネット問題対策事業委員会」 
～大学生ネット指導者とともに，児童生徒が主体的にネット利用を考える検証授業～ 

実施主体：鹿児島県教育委員会 
協力機関：鹿児島県ＰＴＡ連合会，鹿児島大学教育学部，鹿児島市教育委員会，NPO法人ネットポリス鹿児島，  
       薩摩川内市立隈之城小学校，鹿児島市立鴨池中学校，鹿児島県立明桜館高等学校 

《取組の概要》 

 市町村教育委員会や各学校，関係機関との連携を図り，ネット依存傾向やネットトラブルなどの未然防止，早
期解決，情報モラル育成のための調査・研究をもとに，大学生を対象にネットトラブル等に対応できる指導者と
して児童生徒が主体的にネット利用を考えるプログラムを作成し，検証授業を行う。 

１ 本事業に取り組んだ理由 

 鹿児島県教委では，例年実施している「インターネット利用等に関する調査」に加え，平成２６年度は新たに
「インターネットの長時間利用に関する緊急調査」を行った。 

 それらの調査結果から，スマートフォンの所持率は全校種で増加しており，インターネット利用に関し，「長時
間利用している」，「睡眠不足になった」，「携帯電話を手放せない」などと回答した児童生徒は，小学校１４．３
パーセント，中学校３６．６パーセント，高等学校５４．７パーセントとなっており，児童生徒のインターネット利用
について家庭内ルールやフィルタリングの設定を一層推進するとともに，インターネットの利用に関するルール
等について，児童生徒が主体的に考える機会が必要であると考えた。 

２ 実施スケジュール 

「ネット問題対策委員会」（全３回） 
第１回：平成２６年１１月２７日 
第２回：平成２６年１２月１５日 
第３回：平成２７年２月１０日 

３ 事業展開 

【第１回ネット問題対策委員会】 
 ・ 児童生徒のネット上のトラブルの実態について 
 ・ ネット上のトラブルへの対処について 
 ・ 派遣プログラム(学習指導案)の検討 
【第２回ネット問題対策委員会】 
 ・ 講演「ネット依存に関する問題」(心療内科医)  
 ・ 児童生徒への指導について 
 ・ 派遣プログラム(学習指導案)の作成 
【第３回ネット問題対策委員会】 
 ・ 派遣プログラムの作成 
 ・ 検証授業に係る指導内容の確認及び模擬授業 
【検証授業】 
 ・ 小学校６年「なかよくつき合おう ゲームやネット」 
 ・ 中学校１年「インターネットの利用について考えよう」 
 ・ 高等学校１年「ネットコミュニケーションについて考える」 

以下の項目への記載については、概要図や活動写
真などが交えて記載願います。項目については、事
業内容を踏まえ、適宜、追加、削除、修正していただ
いてかまいません。最終的には 
 
（項目） 
《取組の概要》 
１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 
２ 実施スケジュール 
３ 事業展開 
４ 事業の成果（効果） 
５ 事業を成功させるためのポイント 
６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 
７ その他 

「検証授業」 
小学校：薩摩川内市立隈之城小学校６年（平成２７年２月２０日） 
中学校：鹿児島市立鴨池中学校１年（平成２７年２月１３日） 
高等学校：鹿児島県立明桜館高等学校１年（平成２７年２月１６日） 

委員：学校代表，保護者代表，医師，指導主事等， 
    大学生ネット指導者（教員を希望する県内の大学生）                       

授業者：各校教諭及び大学生ネット指導者 
        （各学校へは大学生３～４人を派遣） 

・ 

・ 

・ 

・ 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



４ 事業の成果（効果） 

 児童生徒にネット依存等の問題を効果的に訴えるため，大学生を小・中・高校に派遣し，話し合い活動に大学
生も加わり，体験談や使い方の助言を行うことで，児童生徒が自分たちでルールを作るなどの成果がみられた。     

 大学生は児童生徒にとって年齢的に近いこともあり，本音の意見を引き出すことができた。また，インターネッ
ト等の問題が身近かな問題として児童生徒の自覚化を促すことができた。 
【児童生徒が提案したルール】 
○ 小学校 
  「ゲームの時間を決める。寝る時間を決める。外で友だちと遊ぶ時間を大切にする。」など 
  各自の利用の仕方をふり返り，各自の行動宣言を考えて発表することができた。 
○ 中学校 
  「充電器を保護者に預けて，充電は週に２回とする」 
  児童生徒の話し合い活動で学級のルールを決定し，今後も定期的に取組状況を確認することを話し合った。 
○ 高校生 
  「大事なことはネットに書かない。直接的コミュニケーションを大切にする。自分勝手にならない。」など 
  トラブルの未然防止のために心がけることを具体的に考え，協議することができた。 

５ 事業を成功させるためのポイント 

 県ＰＴＡ連合会との共催で，教職員や保護者を対象にした「ネット問題対策研修会」を開催し，家庭内ルール
の必要性やフィルタリングの具体的な設定方法の周知を図るとともに，各学校における取組を促した。 

 大学生ネット指導者について，大学の授業との関係上，ネット問題対策委員会における研修や指導案作成に，
毎回参加することが難しい状況であったが，テレビ会議を活用した情報交換や，全員に録画記録を配付するこ
とで，協議内容を情報共有することができた。 

７ その他 

【ネット問題対策研修会の概要】（平成２７年２月３日開催，教職員・保護者等約３００人参加） 
１ 本県の現状と対策について   
２ 講演及び質疑応答              
  「スマホ時代に対応した生徒指導・教育相談～ネットやスマホが苦手でも指導に困らない～」 
３ 学校・家庭における具体的な取組について（情報提供及び意見交換）   
 ・ 学校ネットパトロール事業における検索・監視結果からの現状と課題 
 ・  子どもの人生を守るためのフィルタリング活用法 
 ・ ＰＴＡとの連携について 

８ 参考資料等 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

 大学生の指導者としての派遣については，実践を積み重ね成果と課題について検証を行う。 

 今後，このような取組の成果を他の学校にも周知し，児童生徒の主体的な活動を一層推進するために，大学
生の派遣校を増やす予定。 

 関係機関と連携し，児童生徒や教職員への啓発を図りつつ，インターネットの利用に関する全県的なルール
づくり等について検討を進める予定。 

取組が紹介されているホームペー
ジや事例集の名称等を記載。 鹿児島県教育委員会ホームページ 

 ホーム＞教育・文化・交流 > 学校教育 > 生徒指導 >ネット問題対策事業委員会における検証授業について 
 URL:http://www.pref.kagoshima.jp/ba04/kyoiku-bunka/school/shidou/net-jugyou.html 


